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　近年、救急件数の増加に伴い、「救急車の適正利用」が問題視されて
います。緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要と
する事故等が発生した場合、遠くの救急車が出動することになり、到着
が遅れることで、救える命が救えなくなる恐れがあります。緊急性がな
く自分で病院に行ける場合は、救急車以外の交通機関等を利用してくだ
さい。傷病者の様子や事故等の状況などから、急いで病院へ連れて行っ
たほうがよいと思ったときには、迷わず119番通報をしてください。 
 
 
 
 
 
　現在、可茂消防管内には13隊の救急隊を配備し、みなさんの緊急事
態に備えて、いつでも出動できるように待機しています。みなさんが救
急車を適正に利用し、助かる命は助けられる地域にしていきましょう。 

～4日間で3人死亡、2人が加茂所管内～ 
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10/17　自動二輪車、カーブでガードレールに衝突し死亡(加茂署管内) 

10/17　若年者の自動二輪車、カーブで転倒し死亡(揖斐署管内) 

10/20　原付車、坂道で転倒し死亡(加茂署管内)　 

交番着任あいさつ 

平成22年度　全国統一防火標語 

｢消したかな｣ あなたを守る 合言葉 
 

10月号の訂正：（　　下線部分が訂正箇所です） 

　消防法により、全ての住宅に住警器（住宅用火災警報器）の設置が義務化されます。 

　平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を取り付けましょう！ 

自治会等で住宅火災警報器についての要望があれば説明に伺います。 

前任地:加茂警察署 
抱　負 
　町民の方々に顔を覚えて
いただけるようがんばります。
安全に生活できるよう努力
しますのでよろしくお願い
します。 
　 
◎巡査　水野 公介 

■二輪車の安全運転の基本 
　○初心を忘れず安全運転 
　○ヘルメットを正しく着用 
 
■二輪車の安全な乗り方 
　◎カーブの手前では　スローダウン！ 
　　カーブでは　遠心力が働きます 
　　カーブの手前では、十分速度を落としましょう 
　　公道は　サーキットではありません 
　◎交差点では対向右折車に注意！ 
　◎安全な速度で走行！ 
 
　最近、動物の飛び出しによる交通事故が増加しています。 
　まさかの時にも対処できる安全走行を・・・・ 
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